
整備基準「建築物」に関する改正事項
 

１敷地内通路等

解説 望ましい水準 理由 修正（案）
「不特定多数の者が利用し、又は主として障害者等が利用す
る」の意義は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に
関する法律の例による。なお、共同住宅については、同じく
「多数の者が利用する」とする。

[特定行政庁]解釈の明確化 【基本的な考え方】
・敷地内通路は、原則として歩車道分離とする。
やむを得ず、歩行者と車の動線が交差する場合は、見通しを良くするなど、危険を
回避するための措置を講じることが必要である。

[特定行政庁]解釈の明確化 （解説）
敷地内通路の動線が長く、専ら自動車等で通行する敷地内通路においては、下車後
からの敷地内通路を整備すること。

[特定行政庁]解釈の明確化 （解説）
２階以上の部分が屋外階段のみで地上に通じる計画の場合、２階建物部分から外に
出る部分が主要な出入口等であり、屋外階段は敷地内通路とする。

ア表面の仕上げ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 ノンスリップ加工を施す等、雨滴等による濡れた状態でも滑
りにくい仕上げ、材料を選択すること。

石畳やれんが敷きでは、表面に凹凸がある材料は避け、目地
部にも段差が生じないよう施工すること。

基準明確化に関する問合せが多い。
動作・寸法の「高齢者」の項目にコラムに『日本建築学会の推奨値「滑り抵抗係
数」』について追加（視覚障害の「輝度比」のようなイメージ）

（解説）
「滑りにくい仕上げ」であるかは、使用材料及び表面の仕上げを併せて判断され
る。

（コラム）
「滑り抵抗係数とは」
履物着用の場合の床の滑りの指標として、JISA1454(高分子系張り床材試験方法)に
定める床材の滑り性試験方法で測定される滑り抵抗係数(C.S.R)がある。
また、素足の場合の床の滑りの指標として。JISA1509-12(陶磁器質タイル試験方法
-第12部：耐滑り性試験方法)に定める耐滑り性試験方法で測定される滑り抵抗係数
(C.S.R・B)がある。
床の使用環境を考慮した上で、次の「滑り抵抗係数の推奨値」を参考にして適切な
材料・仕上げとすることが望ましい。
※推奨値※
出典：(社)日本建築学会材料施工委員会内外装工事運営委員会床工事ＷＧ『床の性
能評価方法の概要と性能の推奨値（案）』(2008年６月)

[特定行政庁]解釈の明確化 （解説）
主たる経路とするものにあっては、芝生等の仕上げは認められない。

イ段 段がある部分は、次に掲げるものであること。 段がある場合は、次に掲げるものであること。

[特定行政庁]解釈の明確化 （解説）
・やむを得ない場合の２cm以下の段差は段と見なさないものとする。

・幅は140センチメートル以上とすること。

・蹴上げの寸法は16センチメートル以下、踏面の寸法は30セ
ンチメートル以上とすること。

(ｱ)手すりを設けること。 両側に手すりを設置すること。 [特定行政庁]解釈の明確化 （解説）
・手すりは、肢体不自由者の右半身麻痺、左半身麻痺等の利用を考慮し、傾斜路の
両側に連続して設けることが基本であるが、構造上困難な場合には、片側に設け、
連続性のあるものとする。
・床仕上げ面から手すりの上端までの高さは、原則として、２段の場合は、上段75
～85センチメートル程度、下段60～65センチメートル程度とし、１段の場合は、75
～85センチメートル程度とする。
・原則として、断面が円形（直径３～４センチメートル程度）か楕円型とするこ
と。
・手すりの端部は、壁面側又は下方に巻き込むなど端部が突出しない構造とする。

姿勢が安定し、円滑な移動に資するため追加する。 （望ましい水準）
傾斜路の上端・下端では、手すりを水平に45cm以上延長すること。

[特定行政庁]解釈の明確化 （解説）
ごくわずかな規模ですりつけ部分とと大差のないスロープや１段のみの段について
まですべて手すり設置を義務付ける趣旨ではない。スロープや段の形態、周囲の状
況からみて、安全性確保のために設置が必要か判断する。

(ｲ)踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度
の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとするこ
と。

(ｳ)段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設け
ない構造とすること。

ウ傾斜路 傾斜路は、次に掲げるものであること。

[特定行政庁]解釈の明確化 （解説）
水勾配程度（原則「1/50以下」）である傾斜は、傾斜路と見なさない。

[特定行政庁]解釈の明確化 （解説）
２の項の基準にも適合する必要があることに留意すること。

(ｱ)こう配が12分の１を超え、又は高さが16センチメートルを
超え、かつ、こう配が20分の１を超える傾斜がある部分に
は、手すりを設けること。

「望ましい水準」として設定（誘導省令基準） （望ましい水準）
高さが16cmを超え、かつ勾配が1/20を超える傾斜がある場合は、両側に手すりを設
ける。

(ｲ)その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きい
ことによりその存在を容易に識別できるものとすること。

傾斜路の上端、下端又は傾斜路全体を、注意喚起のため、通
路の他の部分と色彩、色相又は明度、輝度比等に差がある材
料で仕上げること。

＜図７にコメントを追加する＞

現行ガイドブック 改正案

整備基準（条例規則）
(1)不特定かつ多数の者が利用し、又は主として障害者等が利用する敷地内の通路は、
次に掲げるものであること。ただし、別表第１の２の項(3)の項に掲げる動物園等に
あっては、この限りでない。

資料２－２
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「主たる経路」とは、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の
促進に関する法律施行令第18条に規定する移動等円滑化経路
に該当し、この場合、居室には10の項に定める等の客室等を
含む。

誤記修正 （解説）
「主たる経路」とは、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行
令第18条に規定する移動等円滑化経路に該当し、居室には10の項に定める等の客室
を含む。

・必要に応じて手すりを設けること。

・敷地が広く、敷地内に建築物が複数ある場合などは、触知
案内図を設置すること。

[特定行政庁]触知案内図の説明書きが必要 （解説）
・敷地が広く、敷地内に建築物が複数ある場合などは、触知案内図（立体的な記号
や点字を使用し、視覚の代わりに触覚により理解できるように作成された案内図
等）を設置すること。
・触知案内図により表示する場合の表示方法はJIST0922にあわせたものとする。

・施設の地理的特性によっては、凍結、積雪防止の融雪装置
や上屋を設けること。

・整備された出入口に通ずる敷地内通路は、地形の特殊性に
より困難な場合以外は整備すること。

・補助犬（盲導犬、聴導犬、介助犬）利用者への配慮とし
て、補助犬の排泄スペース、出入口の幅員に配慮すること。

ア有効幅員 有効幅員（内のりをいう。以下同じ。）は、140センチメート
ル以上とすること。

段がある部分及び傾斜路を除き、幅は、180センチメートル以
上とすること。

[特定行政庁]解釈の明確化 （解説）
・手すりやキックプレート等がある場合は、その内側からの寸法となる。

[特定行政庁]解釈の明確化 （解説）
・地下駐車場の通路は、敷地内通路に該当するため140センチメートルの有効幅員
が必要となる。

イ階段、段 階段又は段を設けないこと。ただし、傾斜路又は７の項に定
める構造のエレベーター及びそれ以外の昇降機（高齢者、障
害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（平成18
年政令第379号。以下、「政令」という。）第18条第２項第６
号に規定する車椅子使用者が円滑に利用することができるも
のとして国土交通大臣が定める構造のものに限る。）（以下
「エレベーター等」という。）を併設する場合は、この限り
でない。

傾斜路は、次に掲げるものであること。 傾斜路は次に掲げるものであること

車椅子使用者の通行を妨げるため、進行方向以外への側面へ
傾斜させないこと。

(ｱ)有効幅員は、段に代わるものにあっては140センチメート
ル以上、段に併設するものにあっては90センチメートル以上
とすること。

・幅は段に代わるものにあっては150センチメートル以上、段
に併設するものにあっては120センチメートル以上とするこ
と。

(ｲ）こう配は、12分の１を超えないこと。ただし、高さが16
センチメートル以下のものにあっては、８分の１を超えない
こと。

車椅子使用者が自力で登坂できるこう配は1/12以下である。 ・縦断こう配は15分の１を超えないこと。

[特定行政庁]解釈の明確化 （解説）
・敷地内通路等の縦断勾配の「高低差」は、敷地境界から主要な出入口等に至る全
体としての高低差を指すため、全体としての縦断勾配は、1/12以下とすることとし
ているが、踊場のスペースにより、それぞれの高低差が16センチメートル以下とな
る部分は、勾配を1/8以下として差し支えない。

(ｳ)高さが７５センチメートルを超えるもの（こう配が20分の
１を超えるものに限る。）にあっては、高さ75センチメート
ル以内ごとに踏幅が150センチメートル以上の踊場を設けるこ
と。

・高さが16センチメートルを超え、かつ、こう配が20分の１
を超える傾斜がある部分には両側に手すりを設けること。

通行の安全、休憩、方向転換等のため、水平な踊場が必要と
なる。

エ戸 戸を設ける場合には、次に掲げるものであること。

(ｱ)有効幅員は、90センチメートル以上とすること。

(ｲ)自動的に開閉する構造その他の障害者等が容易に開閉して
通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

[特定行政庁]解釈の明確化 （解説）
・ドアチェックは、ゆるやかに作動し、操作の軽いものとすること。
・手動ドアには、指つめ防止の配慮を行うこと。
・戸の前後には、車椅子使用者が戸の開閉をするために水平面を設けること。水平
面は、原則として150センチメートル程度×150センチメートル程度設けること。

オ排水溝の溝ぶた 排水溝を設ける場合は、盲人安全つえ、車椅子のキャスター
等（以下「つえ等」という。）が落ち込まない構造の溝ぶた
を設けること。

[特定行政庁]解釈の明確化 （望ましい水準）
ピッチ1.5cm以下、すき間１cm以下として。濡れても滑りにくい仕上げとする。

(3)別表第１の２の項(3)の項に掲げる動物園等において、動物園等の敷地に接する道
へ通ずる出入口又は駐車場へ通ずる出入口を設ける場合は、それぞれ１以上の出入口
及び主要な敷地内通路は、別表第２の４の表１の項、２の項及び９の項(1)に定める構
造とすること。この場合において、「園路」とあるのは、「敷地内の通路」と読み替
えるものとする。

ウ傾斜路

(2)道又は公園、広場その他の空き地（以下「道等」という。）から不特定かつ多数の
者が利用し、又は主として障害者等が利用する居室（以下「利用居室」という。）ま
で及び駐車場から利用居室又は道等までの経路のうち、それぞれ１以上の経路を障害
者等が円滑に利用できる経路（以下「主たる経路」という。）とし、当該主たる経路
を構成する敷地内の通路は、(1)に定めるほか、次に掲げるものであること。
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２傾斜路

解説 望ましい水準 理由 修正（案）

(1)有効幅員 有効幅員は、120センチメートル以上とすること。ただし、６
の項に定める構造の段に併設するものにあっては、90センチ
メートル以上とすることができる。

有効幅員は、150センチメートル以上（段を併設する場合は、
120センチメートル以上）とすること。

[特定行政庁]解釈の明確化 （解説）
・手すり等がある場合は、その内側からの寸法となる。

(2)縦断こう配 縦断こう配は、12分の１を超えないこと。ただし、高低差が
16センチメートル以下の場合は、８分の１を超えないこと。

縦断こう配は、1/15を超えないこと。

車椅子使用者の通行を妨げるため、進行方向以外の側面へ傾
斜させないこと。

(3)踊場 高低差が75センチメートルを超える場合は、75センチメート
ル以内ごとに踏幅が150センチメートル以上の踊場を設けるこ
と。

(4)転落防止装置 両側には、側壁又は高さ５センチメートル以上の立ち上がり
部を設けること。ただし、側面が壁面である場合は、この限
りでない。

(5)手すり 手すりを適切な高さに設けること。 手すりは、肢体不自由者の右半身麻痺、左半身麻痺等の利用
を考慮し、傾斜路の両側に連続して設けることが基本である
が、構造上困難な場合には、片側に設け、連続性のあるもの
とすること。

・手すりは、両側に連続して設置すること。

・床仕上げ面から手すりの上端までの高さは、原則として、
２段の場合は、上段75～85センチメートル程度、下段60～65
センチメートル程度とし、１段の場合は、75～85センチメー
トル程度とすること。

・原則として、断面が円形（直径３～４センチメートル程
度）か楕円型とすること。

・手すりの端部は、壁面側又は下方に巻き込むなど端部が突
出しない構造とすること。

・壁面に設置する場合は、壁と手すりのあきを４～５センチ
メートル程度とすること。

最後の一歩まで握れることで姿勢が安定する。また、下るときの助走として手すり
がない場合、掴み損ねてえ転落する危険性があることから、水平に45cmを延長する
ことを求める。

（望ましい水準）
傾斜路の上端・下端では、手すりを水平に45cm以上延長すること。

(6)表面の仕上げ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 ノンスリップ加工を施す等、雨滴等による濡れた状態でも滑
りにくい仕上げ、材料を選択すること。

(7)廊下等 その前後の廊下等との色の明度、色相又は彩度の差が大きい
ことによりその存在を容易に識別できるものとすること。

＜図１にコメントを追加する＞

(8)端部の構造 傾斜路の端部は、車椅子の転回に支障がない構造とするこ
と。

・端部は床に対して段を生じない構造とし、通路を移動する
人との衝突を避けかつ車椅子が転回できるよう、長さ150セン
チメートル程度の踊場を設けること。

[特定行政庁]記述がわかりづらい
⇒150cmが踊り場の踏幅として求められる旨を明記する。

（解説）
・端部は床に対して段を生じない構造とし、通路を移動する人との衝突を避けかつ
車椅子が転回できるよう、踏幅150センチメートル程度の踊場を設けること。

・傾斜路の水平面が出入口に直結している場合には、戸の開
閉に必要なスペースを確保すること。

整備基準
不特定かつ多数の者が利用し、又は主として障害者等が利用する傾斜路（階段に代わ
り、又はこれに併設するものに限る。）を設ける場合は、次に定める構造とするこ
と。
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３駐車場

解説 望ましい水準 理由 修正（案）
駐車場には、施設に附属する駐車場、路外駐車場の双方が含
まれる。

・車椅子使用者用駐車区画を次のとおり設けること。
200台以下の場合は50分の１以上。
200台を超える場合は100分の１プラス２以上。
・全ての公共的施設においては、本項に定める駐車場を設け
ること。

機械式駐車場について、現在基準の適用が全くない状態。
横浜市においてはR5.10.1から整備基準化、国設計標準にも望ましい水準に位置づ
いていることを考慮し、「望ましい水準」として記述

（望ましい水準）
機械式駐車場を設ける場合には、乗降スペースを水平な場所に設けるとともに、車
椅子使用者が円滑に利用できる構造とする。

新たに取り組むパーキング・パーミット制度制度における区画の確保を求める。 （望ましい水準）
・地域の実情や施設の利用状況等に応じ、必ずしも広い幅員は必要ないものの、移
動に配慮が必要な者等のため「優先駐車区画」を設置する。
・優先駐車区画の表示等については、車椅子使用者用駐車区画に準じること。

[特定行政庁]解釈の明確化 （解説）
共同住宅における居住者専用駐車場は、区画の使用者を特定している場合には、多
数の者が利用する駐車場に該当しないため、対象外とする（来客用駐車場は整備が
必要である。）

[特定行政庁]解釈の明確化 （解説）
・店舗等の専用駐車場が対象施設の敷地外にある場合、当該駐車場が条例上の「駐
車場」に該当する場合を除き整備対象とはしない。ただし、駐車場から出入り口ま
での移動経路が確保すること。

・発券所等は、曲がり角や斜路部分に設けないように計画す
るなど、障害者等が円滑に利用できるよう配慮すること。

・２台分以上のスペースを並べて設けること。

・見通しの悪いカーブなどの箇所には、ミラーを設けるこ
と。

・雨の日でも濡れずに利用できるよう上屋を設けること。 ・設計標準（望ましい）
・カーポート設置事業の実施も考慮し、高さの基準も定める。
※なお、2000㎡以上商業施設への実態調査結果によれば、屋内のみに車椅子使用者
用駐車区画を有する施設のうち高さ2.3ｍ以上に対応している施設は約55％

（望ましい水準）
・雨の日でも濡れずに利用できるよう屋内に設ける、又は上屋を設けること。この
場合、大型の車椅子用リフト付き福祉車両等の車両に対応するため、高さは230セ
ンチメートル以上とすること。

(1)区画の幅 幅は、350センチメートル以上とすること。 標準的な車椅子使用者用駐車区画は幅350センチメートル以上
×奥行き500センチメートル以上である。

・奥行きは600センチメートル以上とすること。

・車椅子使用者用区画が、1以上の場合は、乗降用スペースを
両側に設けること。

・乗降用スペースは有効幅員100センチメートル以上とするこ
と。

(2)設置場所 駐車場の出入口又は４の項に定める構造の出入口等までの経
路の長さができるだけ短くなる位置であって、水平な場所に
設け、かつ、車椅子使用者用駐車区画から４の項に定める構
造の出入口等に至る通路のうち、１以上の通路は、１の項(2)
に定める構造とすること。ただし、別表第１の２の項(3)の項
に掲げる動物園等にあっては、車椅子使用者用駐車区画から
１の項(3)に定める構造の敷地内通路へ通ずる通路又は４の項
に定める構造の出入口等に至る通路は、１の項(3)に定める構
造とすること。

・他の自動車との動線と車椅子使用者用駐車区画からの動線
の交差を避け、駐車区画はできるだけ出入口に近い位置に設
ける。

・必要に応じて、車止めを適切に処置すること。 [特定行政庁]処置の仕方等がわかりづらい。
⇒規定の趣旨の追記や図の変更も含めた修正を行う。

（解説）
・必要に応じて、車止めを設置すること。
ただし、視覚障害者が衝突したり、車椅子使用者等の通行の障害となることがある
ので、車止めは、白杖で認知しやすい形状や弱視者が認知しやすいものとするとと
もに、最上部まで車椅子の通行に支障のない幅員(90cmを標準）を確保すること。
また、半円型の車止めや回転しながら進入する車止め等の特殊な形状の車止めは、
車椅子使用者等の円滑な通行に支障をきたす場合があるので、可能な限り避けるこ
と。

・車椅子と自動車の座席との乗り移りの際に、車椅子使用者
が体制を安定でき、車椅子が自走しないように傾斜した場所
には設けないこと。

コラムとしてＰＰ制度内容や１都３県の取組などの適正利用に向けた推進を記述。
（コラム）
「適正利用の推進～かながわ障害者等用駐車区画利用証制度（パーキングパーミッ
ト制度）について」

整備基準
不特定かつ多数の者が利用し、又は主として障害者等が利用する駐車場（機械式駐車
場を除く。以下同じ。）を設ける場合は、次に定める構造の車椅子使用者の利用しや
すい駐車区画（以下「車椅子使用者用駐車区画」という。）を１（駐車台数の合計が
100台を超えるときは、駐車台数の合計に100分の１を乗じて得た数。ただし、その数
に１未満の端数があるときは、これを１に切り上げるものとする。）以上設けるこ
と。ただし、別表第１の８の項に掲げる公共的施設のうち寄宿舎及び用途面積が2,000
平方メートル未満の共同住宅（以下「小規模共同住宅」という。）並びに同表の９の
項及び16の項に掲げる公共的施設にあっては、この限りでない。
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４出入口等

解説 望ましい水準 理由 修正（案）
「改札口」とは、有料施設等の入場口を指し、「レジ通路」
とは、スーパー等に設けられるような代金支払い時に通過す
る通路部分を指す。
「改札口及びレジ通路」には、屋外へ通ずるもののほか、屋
内に設置するものも含む。

・施設の出入口等には、屋根、庇を設けること。

・風除室には、必要に応じて、衝突防止用の措置（注意喚起
サイン、手すり等）を講ずること。

・上下足の履き替え所には、下肢障害者のためのいすを常備
すること。

・すべての出入口等を４の項(1)に定める構造とすること

ア有効幅員 有効幅員は、90センチメートル以上とすること。

１以上の直接屋外に通ずる出入口等の有効幅員は、120センチ
メートル以上とすること。

イ段 障害者等の通行の支障となるような段を設けないこと。 雨仕舞の関係から段が生じる場合は、高低差１センチメート
ル程度で丸みを持たせる、すりつける等の配慮を行う必要が
ある。

ウ戸の構造 戸を設ける場合には、１の項(2)エ(ｲ)に掲げるものであるこ
と。
⇒(ｲ)自動的に開閉する構造その他の障害者等が容易に開閉し
て通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこ
と。

開閉動作のしやすさから見た推奨順位は、①自動式引戸、②
手動式引戸、③開き戸である。

[特定行政庁]解釈の明確化 （解説）
・回転ドアを設ける場合は、他の構造の戸を併設すること。

・ドアチェックは、ゆるやかに作動し、操作の軽いものとす
ること。

・ドアハンドルは、車椅子使用者や子どもにも使いやすい高
さに設けること。また、円形のものは上肢や手に障害のある
人が使いにくいので避けること。

[特定行政庁]解釈の明確化　＜図に追加＞

・手動ドアには、指つめ防止の配慮を行うこと。

・戸の全面が透明な場合は、衝突を防止するための措置を講
ずること。

・窓ガラスの選定には、割れにくい材料を用いるなど配慮す
ること。

[特定行政庁]解釈の明確化 （解説）
・窓ガラスの選定には、割れにくい材料（強化ガラス、合わせガラス等）を用いる
など配慮すること。

・戸の前後には、車椅子使用者が戸の開閉をするために水平
面を設けること。水平面は、原則として150センチメートル程
度×150センチメートル程度設けること。

・扉ガラスには、キックプレートを設けること。 [特定行政庁]解釈の明確化 （解説）
・扉ガラスには、キックプレート（高さ35cm程度）を設けること。

・自動ドアには、非常時対応手動ドアを設けること。

・有効幅員120センチメートル以上の直接屋外へ通ずる出入口
等のうち１以上は自動的に開閉する構造自動式とすること。

安全な通行に資するための構造例を記載する。 （望ましい水準）
・有効幅員120センチメートル以上の直接屋外へ通ずる出入口等のうち１以上は自
動的に開閉する構造自動式とすること。なお、開閉速度は高齢者、障害者等が使い
やすいよう設定する。（開くときはある程度早く、閉じるときは遅いほうがよ
い。）

・開閉により当該戸の一部が廊下等の当該戸がある側の壁面
線を越えない構造とすること。

エ床面の仕上げ 床面は、滑りにくい材料で仕上げること。 ノンスリップ加工を施す等、濡れた状態でも滑りにくい仕上
げ、材料を選択すること。

安全な通行に資するための構造例を記載する。 （解説）
玄関マットを敷く場合は、つえ先が引っかかったりしないよう、しっかりと端部を
固定する。
（望ましい水準）
玄関マットを敷く場合は、埋め込み式とし、車椅子で動きにくいハケ状のものは使
用しない。

ひとつの居室に複数の出入口がある場合は、１以上の出入口
の整備が必要となる。

・有効幅員は、90センチメートル以上とすること。

主たる経路を構成する出入口のうち、車椅子使用者が利用す
る室の出入口においては、戸の前後には原則として150センチ
メートル程度×150センチメートル程度の水平面を設けるこ
と。

・公共的施設の出入口には、屋根・庇を設ける。

・風除室には、必要に応じて、衝突防止用の措置（注意喚起
サイン、手すり等）を講ずること。

・上下足履き替え所には、下肢障害者のためのいすを常備す
ること。

整備基準
(1)主たる経路を構成する出入口のうち直接屋外へ通ずる主要な出入口、改札口及びレ
ジ通路（以下「主要な出入口等」という。）を設ける場合は、次に定める構造の主要
な出入口等をそれぞれ１以上設けること。

(2)屋外若しくは駐車場へ通ずる出入口（主要な出入口等を除く。）及び主たる経路を
構成する出入口（直接屋外へ通ずる主要な出入口を除く。）は、有効幅員を80センチ
メートル以上とし、(1)のイからエまでに定める構造とすること。ただし、別表第１の
３の項に掲げる医療施設のうち病室（患者を収容する施設をいう。）を有しないもの
（以下「無床診療所」という。）で用途面積が500平方メートル未満のもの（以下「小
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５廊下等

解説 望ましい水準 理由 修正（案）
・ノンスリップ加工を施す等、雨滴等による濡れた状態でも
滑りにくい仕上げ、材料を選択すること。

・公共的施設において廊下等を設ける場合にあっては、５の
項に定める構造とすること。
・すべての経路上の廊下等を整備すること。

・マットを設ける場合は、埋込み式とするなど足を取られた
り、車椅子の通行の支障とならないよう配慮すること。

・利用者の事故につながるような突出物を設けないこと。た
だし、視覚障害者の通行の安全上支障が生じないよう必要な
措置を講じた場合は、この限りでない。

・休憩用設備を適切な位置に設けること。 [特定行政庁]対応がわかりづらい。
⇒求められる対応や注意点を明確化する。

（望ましい水準）
・高齢者、障害者等の休憩の用を供する設備（ベンチ等）や、車椅子使用者の休憩
のためのスペースを設ける。（通行の妨げにならないように配慮する。）

・必要に応じて、足元灯等を設置すること。

ア有効幅員 有効幅員は、120センチメートル以上とすること。 ・有効幅員は、180センチメートル以上とすること。ただし、
末端の付近及び区間50メートル以内ごとに２人の車椅子使用
者がすれ違うことができる構造の部分を設ける場合は140セン
チメートル以上とすることができる。

[特定行政庁]解釈の明確化 （解説）
・手すりがある場合の有効幅員は、手すりや造り付の家具がある場合は内側で計測
すること。
・側溝（蓋なしで段になっているもの）がある場合は、側溝部分は含めずに計測す
る。ただし、側溝が擦りつけ勾配（傾斜になっていて、車椅子のタイヤが落ち込ま
ないような構造）や、蓋付きとなっており、車椅子使用者の通行に支障がないと認
められる場合には、有効幅員に算入して差し支えない。

イ段 段を設けないこと。ただし、２の項に定める構造の傾斜路又
はエレベーター等を設ける場合は、この限りでない。

ウ車椅子スペースの転
回スペース

端部は、車椅子の転回に支障のない構造とし、かつ、50メー
トル以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けるこ
と。

・車椅子使用者が転回できる幅140センチメートル以上の部分
を設けること。（有効幅員が140センチメートル以上のとき
は、転回できるため、ことさら設ける必要はない。）

・曲がり角は車椅子の転回に支障がない構造とすること。
（面取り、すみ切り等の処理が考えられる。）

・曲がり角には鏡を設けるなどにより、衝突防止の配慮をす
ること。

エ手すりの設置 別表第１の３の項に掲げる医療施設（無床診療所を除く。）
にあっては、適切な高さに手すりを設けること。

・床仕上げ面から手すりの上端までの高さは、原則として、
２段の場合は、上段75～85センチメートル程度、下段60～65
センチメートル程度とし、１段の場合は、75～85センチメー
トル程度とすること。

・その他の公共的施設にあっても手すりを設けること。

・原則として、断面が円形（直径３～４センチメートル程
度）か楕円型とすること。

・壁面に設置する場合は、壁と手すりのあきを４～５センチ
メートル程度とすること。

・手すりは、両側に連続して設置すること。

・手すりの端部は、壁面側又は下方に巻き込むなど端部が突
出しない構造とすること。

オ戸の構造 戸を設ける場合には、１の項(2)エ(ｲ)に掲げるものであるこ
と。
⇒(ｲ)自動的に開閉する構造その他の障害者等が容易に開閉し
て通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこ
と。

側面に廊下等に向かって開く戸を設ける場合には、当該戸の
開閉により高齢者、障害者等の通行の安全上支障がないよう
必要な措置を講ずること。

[特定行政庁]対応がわかりづらい。
⇒アルコーブ等である旨を追記する。

（望ましい水準）
側面に廊下等に向かって開く戸を設ける場合には、当該戸の開閉により高齢者、障
害者等の通行の安全上支障がないよう十分なスペース（アルコーブ等）を設ける。

整備基準
(1)不特定かつ多数の者が利用し、又は主として障害者等が利用する廊下等の表面は、
粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

(2)主たる経路を構成する廊下等（７の項に定める構造のエレベーターを設ける場合に
あっては、当該エレベーターの昇降路に至る廊下等を含む。）は、(1)に定めるほか、
次に掲げるものであること。ただし、小規模無床診療所、小規模店舗及び小規模興
行・遊興施設にあっては、この限りでない。
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６階段

解説 望ましい水準 理由 修正（案）

・らせん階段や踊場部分に段を設けた階段とせず、安全な水
平面が確保された直階段又は折れ階段とすること。

・必要に応じて、足元灯等を設置すること。

・踊場には、鏡を設けるなどにより、衝突防止の配慮をする
こと。

・有効幅員は、150センチメートル以上とすること。

(1)主たる階段の形状 主たる階段は、回り階段としないこと。 主たる階段とは、施設内の移動において主に利用される可能
性の高いものをいう。

・主たる階段以外の階段においても回り階段は設けないこ
と。

[特定行政庁]解釈の明確化 （解説）
・段差が１段であり、区切られた踊り場が互いに長方形（又は正方形）となってい
る場合は、不適合とはしないが、できる限り避けること

(2)階段の構造 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けな
い構造とすること。

・段鼻は、踏面及びけこみ板の面とそろえてつまずきにくい
構造とすること。

・金属製のものはつえ等が滑るので避けること。

・同一階段は、同一寸法とすること。

・手すり子形式の階段は、両側に２センチメートル以上（５
センチメートル以上が望ましい）の立ち上がりを設け、つえ
等や足の踏み外しを防止すること。

・１以上の階段においては、けこみ板は、つえ等や足の落ち
込みを防止するために必ず設けること。

・けこみは２センチメートル以下とすること。

・けあげ16センチメートル程度、踏面30センチメートル以上
とすること。

(3)手すりの設置 手すりを適切な高さに設けること。 ・手すりは階段の踊場を含め設置する。

・手すりは、肢体不自由者の右半身麻痺、左半身麻痺等の利
用を考慮し、傾斜路の両側に連続して設けることが基本であ
るが、構造上困難な場合には、片側に設け、連続性のあるも
のとすること。

・両側に連続して設置すること。 誤記修正（傾斜路）
[特定行政庁]解釈の明確化

（解説）
・手すりは、肢体不自由者の右半身麻痺、左半身麻痺等の利用を考慮し、階段の両
側に連続して設けることを基本とする。構造上困難な場合には、片側に設け、連続
性のあるものとすること。

・床仕上げ面から手すりの上端までの高さは、原則として、
２段の場合は、上段75～85センチメートル程度、下段60～65
センチメートル程度とし、１段の場合は、75～85センチメー
トル程度とすること。

・原則として、断面が円形（直径３～４センチメートル程
度）か楕円型とすること。

・壁面に設置する場合は、壁と手すりのあきを４～５センチ
メートル程度とすること。

・手すりの端部は、壁面側又は下方に巻き込むなど端部が突
出しない構造とすること。

最後の１歩まで歩行補助できるよう見直し。また、始端が斜めの手すりとなると、
掴み損ねる危険性がある。

（解説）
・手すりは、階段の上端では水平に45cm以上、下端では斜めの部分も含めて段鼻か
ら45cm以上延長すること。

(4)表面の仕上げ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 ・ノンスリップ加工を施す等、雨滴等による濡れた状態でも
滑りにくい仕上げ、材料を選択すること。

(5)明度差等の確保 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の
差が大きいことにより段を容易に識別できるものとするこ
と。

高齢者や視覚障害者等が認知しやすいよう、明度、色相、彩
度（輝度比の確保）に配慮する。

[特定行政庁]解釈の明確化 （解説）
高齢者や視覚障害者等が認知しやすいよう、階段の上下方向のいずれからも明度、
色相、彩度（輝度比の確保）に配慮する。

[特定行政庁]解釈の明確化 （解説）
・蹴上と踏面の色分けを行うことが望ましいが、ノンスリップの設置により代替す
る場合は、識別し易い色とすること。

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として障害者等が利用する階段を設ける場合
は、次に定める構造とすること。

整備基準
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７エレベーター

解説 望ましい水準 理由 修正（案）
・「別表第１の８の項、９の項、16の項及び18に掲げる公共
的施設」とは、共同住宅、事務所、工場及び複合用途建築物
のことをいう。
・措置を講じる場合には、例えば２階で行っている窓口業務
内容を適宜１階で行える体制を整えている場合、代替手段に
より２階に上がることが可能な場合等が考えられるが、いず
れの場合にも、措置が講じられていることが客観的にも明ら
かであることが必要である。

誤記修正 （解説）
・「別表第１の８の項、９の項、16の項及び18の項に掲げる公共的施設」とは、共
同住宅、事務所、工場及び複合用途建築物のことをいう。
・措置を講じる場合には、例えば２階で行っている窓口業務内容を適宜１階で行え
る体制を整えている場合、代替手段により２階に上がることが可能な場合等が考え
られるが、いずれの場合にも、措置が講じられていることが客観的にも明らかであ
ることが必要である。

[特定行政庁]留意すべき事項として記述する。 （解説）
・ただし書きに該当する場合であっても、車椅子使用者用便房及び車椅子使用者用
駐車場から全ての主要な出入口までの経路に上下の移動が発生する場合など、他法
令においてエレベーターの整備が必要となることもあるので留意すること。

アかご及び昇降路の出
入口の構造

かご及び昇降路の出入口の有効幅員は、80センチメートル以
上とすること。

・かご及び昇降路の出入口の有効幅員は、90センチメートル
以上とすること。

イかごの大きさ かごの内のり幅は140センチメートル以上とし、かごの内のり
奥行きは135センチメートル以上とし、及びかごの構造は車椅
子の転回に支障がない構造とすること。ただし、別表第１の
８の項、９の項、16の項及び18の項（８の項、９の項又は16
の項に掲げる公共的施設を含むものに限る。）に掲げる公共
的施設において、電動車椅子使用者が乗降できる構造のかご
を設ける場合は、この限りでない。

・かごの内のり幅は160センチメートル以上、内のり奥行きは
135センチメートル以上とすること。

[特定行政庁]解釈の明確化 （解説）
・かごの内のり幅は、手すりの出幅を考慮せずに計測すること。
・電動車椅子使用者が乗降できる構造のかごの大きさは、幅は100センチメートル
以上、奥行きは120センチメートル以上を目安とする。スルー型も同様とする。

かごの内のり奥行きは「座位変換型の電動車椅子」の利用を考慮した幅に設定す
る。

（望ましい水準）
・かごの内のり幅は160センチメートル以上、内のり奥行きは150センチメートル以
上とすること。

ウ戸の構造 戸は、障害者等が円滑に利用できる構造とし、戸の開閉時間
を制御する装置を設けること。

・定員オーバーの視覚表示を行うこと。

・かご及び昇降路の出入口の戸に、ガラスその他これに類す
るものがはめ込まれていることにより、かご内からかご外が
視覚的に確認できる構造であること。

エかご内の構造 かご内には、適切な高さに手すりを設置するとともに、 ・手すりは高さ75～85センチメートル程度に設置すること。
・手すりは握りやすい形状とすること。

[特定行政庁]解釈の明確化（手すりの設置範囲が不明瞭） （解説）
・手すりのある側に人が立っていたり、肢体不自由者の右半身麻痺、左半身麻痺等
の利用を考慮し、手すりは両側に設置することをを基本する。
（望ましい水準）
手すりは両側に設置する。

戸の開閉状態等を確認することができる鏡を配置すること。

オかご内及び乗降ロ
ビーの制御装置

かご内及び乗降ロビーには、車椅子使用者が利用しやすい位
置に制御装置を設けること。

・かご内及び乗降ロビーには、車椅子使用者が円滑に操作で
きる位置（高さ90～100センチメートル程度）に操作盤が設け
られていること。

・操作盤（制御装置）のボタンは、押しボタン式とし、静電
式タッチボタンは避けること。

・かご及び昇降路の出入口の戸の開閉時間を延長する機能を
有したものであること。

・聴覚障害者のための情報伝達手段として、視覚による双方
向モニター等を設置すること。縦列に配置する階数ボタン
は、下から千鳥に配列し、点字表示はボタンの左側を原則と
する。

・呼び出しボタンは開閉ボタンの下部に設ける。

カ制御装置の構造 かご内及び乗降ロビーに設ける制御装置（車椅子使用者が利
用しやすい位置及びその他の位置に制御装置を設ける場合に
あっては、当該その他の位置に設けるものに限る。）は、点
字及び文字等の浮き彫り、音による案内等により視覚障害者
が円滑に操作することができる構造とすること。

キ位置表示の装置 かご内に、かごが停止する予定の階及びかごの現在位置を表
示する装置を設けること。

ク出入口の戸の音声装
置

かご内に、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出入口
の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。

[特定行政庁]解釈の明確化 （解説）
・出入口が２方向にある場合は、開閉する側の戸を音声により知らせる設備を設け
ること。

ケ昇降方向表示の装置 乗降ロビーに、到着するかごの昇降方向を表示する装置を設
けること。

・乗降ロビーへの装置の設置については、かご内にかご及び
昇降路の出入口の戸が開いた時にかごの昇降方向を音声によ
り知らせる設備が設けられている場合又は当該エレベーター
の停止する階が２のみである場合は、この限りでない

コ昇降方向の音声装置 かご内又は乗降ロビーに、到着するかごの昇降方向を音声に
より知らせる装置を設けること。

サ乗降ロビーの構造 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その有効幅員及び有
効奥行き（内のりをいう。）は、150センチメートル以上とす
ること。

・乗降ロビーの有効幅員及び有効奥行きは、それぞれ180セン
チメートル以上とすること。

キャスターや杖等が落ち込みの危険があり、注意が必要となる。（大阪府・設計標
準でも同趣旨の規定あり）

（望ましい水準）
・かごの床と乗降ロビーの床の段は小さくし、かつ、すきまは、車椅子のキャス
ターが落ちないよう、３センチメートル程度以下とする。

整備基準
(1)不特定かつ多数の者が利用し、又は主として障害者等が利用し、かつ、直接屋外へ
通ずる４の項(1)に定める構造の主要な出入口等がない階を有する公共的施設で、床面
積の合計が1,000平方メートル以上であるもの（別表第１の８の項、９の項、16の項及
び18の項（８の項、９の項又は16の項に掲げる公共的施設を含むものに限る。）に掲
げる公共的施設にあっては、４階以上の階を有するものに限る。）にあっては、かご
が当該階に停止する次に定める構造のエレベーターを１以上設けること。ただし、不
特定かつ多数の者又は主として障害者等が直接屋外へ通ずる４の項(1)に定める構造の
主要な出入口等のある階でサービスの提供を受け、又は商品等を購入することができ
る等の措置を講じる場合は、この限りでない。

(2)不特定かつ多数の者が利用し、又は主として障害者等が利用し、かつ、直接屋外へ
通ずる４の項(1)に定める構造の主要な出入口等がない階を有する公共的施設（(1)に
該当する施設を除く。）にあっては、かごが当該階に停止する(1)に定める構造のエレ
ベーターを１以上設けるよう努めること。
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８便所
解説 望ましい水準 理由 修正（案）

規則改正の趣旨、第２回整備基準会議の意見を反映する。 （基本的な考え方）
・多様なニーズに応えるため、機能を集約することで、車椅子使用者をはじめ誰も
が利用しやすい便房を設けることも有用であるが、利用者が集中し、便所内に広い
空間を必要とする車椅子使用者が円滑に利用することが困難になっているとの声も
あることから、各種機能を便所全体に適切に分散して配置する。
（解説）
・同等以上の機能を有すると認められる場合とは、施設用途や規模の他、多様な利
用者を十分に把握・想定し、利用者にとって必要な設備、便房数、面積等の確保が
なされている場合をいう。
・同一建築物内においては便所の位置、男女の位置が統一されているとわかりやす
い。
（望ましい水準）
・機能分散は、可能な限り、１つの便所（男女別、男女共用）のまとまり単位で行
う。
・異性による介助・同伴利用等や性的マイノリティによる利用にも配慮し、男女が
共用できる位置に設ける。
・子ども用の便器又は便座を設ける。

ア車椅子使用者用便房
の設置

次に定める構造の車椅子使用者用便房（車椅子使用者が利用
しやすい便房をいう。以下同じ。）を１以上設けること。

（望ましい水準）
各階ごとに設けるなど、利用者の利用に配慮して複数設置する。

(ア)出入口は、主たる経路に接続すること。

(イ)腰掛便座、手すり、洗面器、鏡等を適切に配置するこ
と。

（腰掛便座）
・腰掛便座の形状は、車椅子のフットレストがあたることで
使用時の障害になりにくいものとすること。
（手すり）
・腰掛便座には、車椅子からの移乗を補助したり、用便中の
姿勢を安定させる手すりを設けること。
・手すりは、握りやすいものとすること。
（洗面器）
・洗面器は、移動の支障とならない場所に設けること。手洗
い器を便座から手の届く位置に設置することも有効である。
・洗面器の下部には、原則として、車椅子前部の収納を考慮
した、高さ65センチメートル程度、奥行き45センチメートル
程度のけこみを設けること。
・洗面所の水洗は、レバー式、光感応式など簡単に操作でき
るものとすること。

（腰掛便座）
・温水洗浄便座を設置すること。
（背もたれ）
・便器の背後に背もたれを設けること。

（付属器具）
・洗浄装置のレバー等は、障害者等が操作しやすい形状と
し、適切な位置に設置すること。
・ペーパーホルダーは、適切な位置に設置すること。
・便器の横側面に洗浄ボタン、ペーパーホルダー、呼び出し
ボタンを設ける場合は、ＪＩＳＳ0026に基づく配置とするこ
と。
・手荷物を置ける棚又はフックを設置すること。フックは、
立位者、車椅子使用者の顔面に危険のない形状、位置とする
とともに、１以上は、車椅子に乗った状態で使用できるもの
とすること。

（付属器具）
・全身の映る鏡を設置すること。

当事者ニーズ （付属器具）
・全身の映る鏡を設置すること。
・カーテンなどの仕切りを設けること。

（通報装置）
・呼び出しボタン、フラシュベルなどの緊急通報装置を便房
内に設けること。

(ウ)車椅子使用者が円滑に利用することができるように、十
分な空間を確保すること。

手動車椅子で方向転換が可能なスペース（200センチメートル
以上×200センチメートル以上）を確保すること。このスペー
スが確保できない場合は、150センチメートル以上×200セン
チメートル以上程度を確保すること。

当事者ヒアリング （望ましい水準）
座位変換型の電動車椅子による方向転換や、大型の介助用大型ベッドの設置に必要
な空間（220センチメートル以上×220センチメートル以上程度）を確保すること。

(エ)出入口には、車椅子使用者用便房である旨（当該便房に
介助用大型ベッド（障害者、高齢者等のおむつ交換その他の
介助等の用に供するためのベッドで、長さが120センチメート
ル以上のものをいう。以下同じ。）を設けた場合は、その旨
を含む。）を分かりやすい方法で表示すること。

イ便所及び車椅子使用
者用便房の出入口の構
造

便所及びアに定める便房の出入口は、次に掲げるものである
こと。

(ア)有効幅員は、80センチメートル以上とすること。 ・有効幅員は、90センチメートル以上とすること。 ・便所内の通路等は車椅子使用者が利用できる幅員を十分に
確保すること。

(イ)戸を設ける場合には、１の項(２)エ(イ)に掲げるもので
あること。

（車椅子使用者用便房の戸）
・出入口の戸は､原則として引き戸とすること。
・鍵は、指の動きが不自由な人でも容易に施錠できる構造の
ものとし、非常時に外から開錠できるようにすること。

・開閉時間の調整ができるものとする。 当事者ヒアリング （解説）
・開閉時間の調整ができるものとし、閉速度は「多機能トイレ用自動ドア安全ガイ
ドライン」(JADA-006)(全国自動ドア協会）に定めるところによる。
・ドア動作は人為操作によって作動させることを基本とする。

・ドアノックセンサーを設置すること。
・施錠を示す色は、色の識別をしにくい者が円滑に利用でき
るよう、文字を併記するか、赤と青の組み合わせなどにする
こと。（赤と緑は見分けにくい）

整備基準
(１)不特定かつ多数の者が利用し、又は主として障害者等が利用する便所を設ける場
合（無床診療所、小規模店舗及び小規模興行・遊興施設において設ける場合を除
く。）は、次に定める構造の便所を１以上（男女用の区別があるときは、それぞれ１
以上）設けること。ただし、アに定める便房、エ又はオに定める便房及びケに定める
便房は、それぞれを別に設けた場合と同等以上の機能を有すると認められる場合は、
これらを組み合わせて同一の便房に設けることができる。
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ウ介助用大型ベッドの
設置

別表第１の１の項（事務所の用に供するものに限る。以下ウ
において同じ。）、２の項（(２)から(４)までの用に供する
ものに限る。以下ウにおいて同じ。）、３の項及び13の項か
ら15の項までに掲げる公共的施設（用途面積が1,000平方メー
トル以上であるものに限る。）、同表５の項に掲げる公共的
施設（用途面積が2,000平方メートル以上であるものに限
る。）、同表17の項に掲げる公共的施設又は同表18の項に掲
げる公共的施設（同表１の項から３の項まで、５の項又は13
の項から15の項までに掲げる公共的施設を含むものであっ
て、これらの施設の用途面積の合計が2,000平方メートル以上
であるものに限る。）であって、不特定かつ多数の障害者、
高齢者等で介助等を必要とするものが利用するものにあって
は、アに定める便房のうち１以上の便房に、介助用大型ベッ
ドを設けるよう努めること。ただし、不特定かつ多数の障害
者、高齢者等で介助等を必要とするものが利用できる介助用
大型ベッドを当該公共的施設内の別の場所に設ける場合は、
この限りでない。

・第４回整備基準会議
・当事者ヒアリング
・メーカーカタログ

(解説）
・別表第１の「１の項（事務所の用に供するものに限る）」とは、官公庁施設のう
ち専ら事務的な業務の運営等をつかさどる施設をいうものであり、いわゆる「官公
庁舎」がこれに該当する。
・「２の項（(2)から(4)までの用に供するものに限る。）」「３の項」「５の項」
「13から15の項」「17の項」に掲げる公共的施設とは、図書館等、動物園等、集会
場、医療施設（無床診療所を除く）、商業施設、運動施設、興行・遊興施設、展示
施設、公衆便所のことである。これらの施設については、原則として「不特定かつ
多数の障害者、高齢者等で介助等を必要とするものが利用するもの」として扱うも
のとする。
・車椅子からの移乗動作や介助者の動作を考慮し、便房内には十分なスペースを確
保する。
・折畳み式とする場合は、車椅子に乗ったままでも畳める構造、位置とする。ま
た、戸の開閉や施錠操作が円滑に行えるよう、入口との位置関係に配慮する。
・介助用大型ベッドを設置し、乳幼児用のベッドと兼用することは可能である。た
だし、乳幼児同伴者が用を足したり、手洗いを行う際に乳幼児を寝かせておく台と
して使用することはできないので、乳幼児同伴者の利用が見込まれる場合には、同
じ空間内に乳幼児用の椅子を設けること。

（望ましい水準）
・公共的施設においては、介助用大型ベッドを設置する。
・介助用大型ベッドの大きさは幅60センチメートルから80センチメートル程度、長
さ150センチメートルから180センチメートル程度とする。
・固定式ベルトなど落下防止措置が講じられたものとする。
・着替え時の姿勢保持のため、手すりを設ける。

エオ乳幼児用の椅子を
設けた便房の設置

エ用途面積が1,000平方メートル以上である公共的施設（別表
第１の１の項（事務所の用に供するものに限る。以下エにお
いて同じ。）、２の項（(２)から(４)までの用に供するもの
に限る。以下エにおいて同じ。）、５の項、13の項及び18の
項（同表１の項、２の項、５の項又は13の項に掲げる公共的
施設を含むものであって、これらの施設の用途面積の合計が
1,000平方メートル以上であるものに限る。）に掲げるもので
あって、不特定かつ多数の乳幼児同伴者（乳幼児を同伴する
者をいう。以下同じ。）が利用するものに限る。カにおいて
同じ。）にあっては、乳幼児用の椅子を設けた便房を１以上
設け、その旨を当該便房の出入口に分かりやすい方法で表示
すること。

・乳幼児同伴者は、必ずしも車椅子使用者ほどの空間は必要とせず、また広い便房
は使いづらいとの声もある。
・設置位置について、車椅子使用者用便房と組み合わせて設置される場合も考えら
れることから、「望ましい水準」に整理する。

（解説）
・「２の項（(2)から(4)までの用に供するものに限る。）」「５の項」「13の項」
に掲げる公共的施設とは、図書館等、動物園等、集会場、商業施設、運動施設のこ
とである。これらの施設については、原則として「不特定かつ多数の乳幼児同伴者
が利用するもの」として扱うものとする。
・可能な限り、車椅子使用者用便房とは別の便房として整備する。
・ガード等により乳幼児を安全に座らせることができるものとする。

（望ましい水準）
・便房はベビーカーとともに入ることのできる広さ及び出入口の幅員とする。
・乳幼児同伴者が便座に座った状態から手が届く範囲、又は便器の前方の近接した
位置に設ける。

オエに該当する施設以外の公共的施設にあっては、乳幼児用
の椅子を設けた便房を１以上設け、その旨を当該便房の出入
口に分かりやすい方法で表示するよう努めること。

カキ乳幼児用のベッド
を設けた便房の設置

カ用途面積が1,000平方メートル以上である公共的施設にあっ
ては、乳幼児用のベッドその他のおむつ交換のための設備を
設けること。ただし、不特定かつ多数の乳幼児同伴者が利用
できるおむつ交換のための設備を当該公共的施設内の別の場
所に設ける場合は、この限りでない。

「17授乳及びおむつ交換場所」に位置付けるものを基本とする。
ただし書きにように、トイレ外に設けられた方が使いやすい場合もあるためその旨
を「解説」する。

（解説）
・設置が必要な公共的施設は、エに定める範囲と同じである。
・乳幼児同伴者の利用が特に多い施設については、便所外に設けた方が、便所の混
み具合に左右されないため利用しやすい。
・転落防止のため固定用ベルトを設ける。
・手荷物を置ける棚又はフックを設置する。
・おむつ等を捨てるための大きめの汚物入れを設置するよう努める。

（望ましい水準）
・施設利用の状況に応じ、複数のおむつ交換台を設置する。
・設置するおむつ交換台は、利用者の動きが制限されにくい縦型のものとする。
・おむつ交換台は、車椅子使用者に配慮し、幅が広く、シートの高さが低いものを
設ける。
・乳幼児を立たせておむつ替えを行うための着替え台（手すり付き）を設置する
・ベビーカーを収納できるスペースを設ける。

キカに該当する施設以外の公共的施設にあっては、乳幼児用
のベッドその他のおむつ交換のための設備を設けるよう努め
ること。ただし、不特定かつ多数の乳幼児同伴者が利用でき
るおむつ交換のための設備を当該公共的施設内の別の場所に
設ける場合は、この限りでない。

ク床面の仕上げ 床面は、滑りにくい材料で仕上げること。 ・ノンスリップ加工を施す等、雨滴等による濡れた状態でも
滑りにくい仕上げ、材料を選択すること

ケ水洗器具を設けた便
房の設置

障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設
けた次に定める構造の便房を１以上設けること。ただし、幼
稚園、保育所及び幼保連携型認定こども園にあっては、この
限りでない。

・水洗器具とは、オストメイト（人工肛門、人口膀胱造設
者）対応の設備である。
・既存建築物の改修以外は簡易型設備による対応は行わない
こと。

第３回整備基準会議の委員意見ほかでも指摘あり。
複合障害（車椅子＋オストメイト）のように、これまで「みんなのトイレ」により
利用できていた方が、今回の見直しにより使えなくならないように配慮する。

（解説）
・水洗器具とは、オストメイト（人工肛門、人口膀胱造設者）対応の設備である。
・車椅子使用者の利用に配慮し、１以上は車椅子使用者用便房内に設置する。
・既存建築物の改修や設置が義務付けられた便房とは別に利用者の分散を図るため
に整備する場合以外は簡易型設備による対応は行わないこと。なお、当該設備では
利用が難しい方がいることを踏まえ、簡易型であることがわかる表示を便房の戸に
設置するよう努めること。

・パウチや汚れた物、しびん等を洗浄するための汚物流し、
またはこれにかわる洗浄装置を設置すること。
・汚物流し等は、高さ等が調節できる使用しやすいものを設
置するよう努めること。
・洗浄のため温水がでるように努めること。
・大きめの汚物入れを便座及び車椅子に座った状態から手の
届く範囲に設けるよう努めること。
・全身を写すことができるような鏡を設置するよう努めるこ
と。
・ただし書きは、平成28年６月２日付け国住指第484号各都道
府県建築主務部長あて国土交通省住宅局建築指導課長通知の
趣旨に基づくものであるが、利用実態等を踏まえ、設置の有
無に配慮すること。

(ア)腰掛便座、手すり、洗面器、鏡等を適切に配置するこ
と。

(イ)出入口には、障害者等が円滑に利用することができる構
造の水洗器具を設けた便房である旨を分かりやすい方法で表
示すること。

コ出入口の表示 便所の出入口には、障害者等が円滑に利用することができる
構造の便房等を設けた便所である旨を、当該便房等の有する
機能に応じて、分かりやすい方法で表示すること。
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(1)のみんなのトイレ（ただし書きの場合を含む）が２箇所以
上設置されている場合は、２箇所目については、(2)に定める
構造の便所を整備したものとみなす。

公共的施設においてみんなのトイレ以外のトイレを設ける場
合にあっては、それぞれの階に1以上を８の項（2）に定める
構造とすること。

（望ましい水準）
公共的施設において８の項(1)に定める構造の便所以外の便所を設ける場合にあっ
ては、それぞれの階に1以上を８の項（2）に定める構造とすること。

ア出入口の構造 便所の出入口の有効幅員は、80センチメートル以上とするこ
と。

・便所内の通路等は車椅子使用者が利用できる幅員を十分に
確保すること。

イ戸の構造 便所及び便房の出入口の戸は、１の項(２)エ(イ)に掲げるも
のであること。

ウ床面の仕上げ 床面は、滑りにくい材料で仕上げること。 ・ノンスリップ加工を施す等、雨滴等による濡れた状態でも
滑りにくい仕上げ、材料を選択すること

エ便房の構造 障害者等が円滑に利用できる構造の腰掛便座及び手すりを適
切に配置し、４の項(２)に定める構造の出入口を設けた便房
を１以上設けること。

・温水洗浄便座を設置すること。
・乳児用いす等を設置すること。
・呼び出しボタン、フラッシュベルなどの緊急通報装置を設
置すること。
・便器の背後に背もたれを設けること。

「男性用トイレへのサニタリーボックスの設置」について、Ｒ4.7民間施設に対し
知事名で設置の協力を依頼（10/17定例会見でも改めてを依頼）していることを踏
まえ、追記。

（望ましい水準）
・男子用便房を設ける場合には、便房内に汚物入れ（サニタリーボックス）を設置
するとともに、当該設備を設置している旨をわかりやすい方法で表示する。

オ男子用小便器の構造 男子用小便器を設ける場合は、手すり付きの床置式の小便
器、壁掛式の小便器（受け口の高さが35センチメートル以下
のものに限る。）その他これらに類する小便器を１以上設け
ること。

・手すり付き床置式等の小便器は、便所の入口の一番近いと
ころに設置すること。
・小便器の手すりは、つえ使用者等の歩行困難者が左右の手
すりにつかまるか、胸あて用の手すりに胸をつけて不安定な
身体を支えながら用を足せる構造とすること。

カ洗面器の構造 障害者等が円滑に利用できる構造とし、かつ、手すり及び鏡
を適切に配置した洗面器を１以上設けること。

・洗面器は、通行の支障とならない場所に設け、手すりは、
原則として、両側に取り付けること。
・車椅子での使用に配慮し、洗面器の下部は床上65センチ
メートル程度の高さを確保し、洗面器上面の標準的高さを75
センチメートル程度とすること。
・洗面所の水洗は、レバー式、光感応式など簡単に操作でき
るものとすること。

(２)不特定かつ多数の者が利用し、又は主として障害者等が利用する便所（(１)に定
める構造のものを除く。）を設ける場合は、次に定める構造の便所を１以上（男女用
の区別があるときは、それぞれ１以上）設けること。
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９浴室、シャワー室等

解説 望ましい水準 理由 修正（案）
・別表第１の４の項、10の項、11の項及び13の項に掲げる公
共的施設」とは、福祉施設、宿泊施設、公衆浴場及び運動施
設のことである。
・浴室、シャワー室等には、浴室、シャワー室のほか脱衣
室、更衣室が含まれる。

公共的施設において浴室・シャワー室等を設置する場合に
あっては、９の項に定める構造とすること。

・必要に応じて、腰掛台、脱衣ベンチを設置すること。

当事者ヒアリング。座位が安定しない方もいるため、背もたれがあると良い。 （望ましい水準）
・脱衣ベンチは、上体が寄り掛かることのできるヘッドボード（背もたれ）のある
ものとすること。

(1)出入口の構造 出入口は、次に掲げるものであること。

ア有効幅員は、80センチメートル以上とすること。 ・有効幅員は90センチメートル以上とすること。

イ戸を設ける場合には、１の項(2)エ(ｲ)に掲げるものである
こと。
(ｲ)自動的に開閉する構造その他の障害者等が容易に開閉して
通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

(2)浴槽等の設置 浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置されていること。

・浴槽を設ける場合は、障害者等の円滑な利用に配慮した高
さとすること。

[特定行政庁]解釈の明確化 （解説）
・浴槽を設ける場合は、障害者等の円滑な利用に配慮した高さ(40～45cm程度)とす
ること。
・浴槽は床よりも一段低いところに設置されることが多いが、内外段差は小さい方
が姿勢が安定する。

[特定行政庁]解釈の明確化 （解説）
・車椅子使用者が浴槽に移動しやすいよう移乗用腰掛台等（取り外し可能なもので
もよい）を設けること

・シャワー及び水洗を設ける場合は、障害者等が円滑に利用
できる構造とすること。

・シャワー及び水洗は、座ったままで利用できるようにし、
水洗はレバー式等操作のしやすいものとすること。

・給湯設備は、温水の温度を容易に変えることができるもの
とすること。

・手すりは、一連の動作が円滑にできるよう連続して設ける
など配慮すること。

・手すりは出入口から水洗器具まで連続して設けること。

・床仕上げ面から手すりの上端までの高さは、原則として、
２段の場合は、上段75～85センチメートル程度、下段60～65
センチメートル程度とし、１段の場合は、75～85センチメー
トル程度とすること。

・原則として、断面が円形（直径３～４センチメートル程
度）か楕円型とすること。

・壁面に設置する場合は、壁と手すりのあきを４～５センチ
メートル程度とすること。

・手すりの端部は、壁面側又は下方に巻き込むなど端部が突
出しない構造とすること。

(3)空間の確保 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間
が確保されていること。

浴室室内で車椅子使用者が回転できるスペース（径150センチ
メートル以上）を確保する。

(4)床面の仕上げ 床面は、滑りにくい材料で仕上げること。 ・ノンスリップ加工を施す等、濡れた状態でも滑りにくい仕
上げ、材料を選択すること。

・マットを設ける場合は、埋込み式とするなど足を取られた
り、車椅子の通行の支障とならないよう配慮すること。

整備基準
別表第１の３の項に掲げる医療施設（無床診療所を除く。）、４の項、10の項、11の
項及び13の項に掲げる公共的施設において、不特定かつ多数の者が利用し、又は主と
して障害者等が利用する浴室、シャワー室等を設ける場合は、次に定める構造の浴
室、シャワー室をそれぞれ１以上（男女用の区別があるときは、それぞれ１以上）設
けること。
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10客室

解説 望ましい水準 理由 修正（案）
・「別表第１の４の項及び10の項に掲げる公共的施設」と
は、福祉施設および宿泊施設のことである。

・ホテル又は旅館には、客室の総数が200以下の場合は当該客
室の総数に50分の1を乗じて得た数以上、客室の総数が200を
超える場合は当該客室の総数に100分の1を乗じて得た数に２
を加えた数以上の車椅子使用者用客室を設けること。

・視覚障害者や聴覚障害者に配慮した構造の電話機、又は
ファクシミリ等を設置すること。

（望ましい水準）
・視覚障害者や聴覚障害者に配慮した構造の電話機、ファクシミリ、客室タブレッ
ト端末等を設置すること。

・非常呼び出しボタン、フラッシュベルなどの緊急通報装置
を室内に設けること。

[特定行政庁フラッシュベルの説明書きが必要 （望ましい水準）
・非常呼び出しボタン、フラッシュベル(ドアノック等の音を感知して、受信機器
の光の点滅や振動等により、視覚情報や体感情報等として返還する装置)などの緊
急通報装置を室内に設けること。

だれもが使いやすい客室とするため、一般客室のユニバーサルデザイン化を推進す
る。

（望ましい水準）
・車椅子使用者用客室以外の一般客室についても、本項の基準を参考とし、より多
くの高齢者、障害者等の利用に配慮したものとするよう努める。

(1)出入口の構造 出入口は、次に掲げるものであること。

ア有効幅員は、80センチメートル以上とすること。 ・有効幅員は90センチメートル以上とすること。

イ戸を設ける場合には、１の項(2)エ(ｲ)に掲げるものである
こと。
⇒(ｲ)自動的に開閉する構造その他の障害者等が容易に開閉し
て通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこ
と。

・ドアノックをフラッシュベルに変える装置を設置するこ
と。

柱書きで、フラッシュベルに関する説明を行うこととする。 ＜削除＞

(2)床面の仕上げ 床面は、滑りにくい材料で仕上げること。

(3)手すりの設置 必要に応じて、手すりを設けること。

(4)客室の広さ 車椅子使用者が円滑に移動し、回転できるように十分な広さ
を確保すること。

客室の床面などの構造に関する記述が不十分であったため明確化する。 （望ましい水準）
客室の床には、原則として段差を設けない。客室の一部に和室や畳の小上がりス
ペース等を設ける場合、車椅子使用者が容易に移乗できるよう、畳上面等を車椅子
の座面(40～45cm程度)と同程度の高さとする。

（望ましい水準）
壁面からの突出物を極力避けるとともに、やむを得ず突出した部分や衝突する可能
性のある壁・柱・家具の角等がある場合には、面取りをする、保護材を設ける等の
対応をとる。

(5)ベットの高さ ベッドを設ける場合は、車椅子の座面の高さと同程度の高さ
を確保すること。

(6)便所の構造 便所は、次に掲げるものであること。ただし、別表第１の４
の項に掲げる公共的施設において客室の外部に８の項(１)に
定める構造の便所を設ける場合及び同表10の項に掲げる公共
的施設において当該客室が設けられている階に不特定かつ多
数の者が利用する便所（アに定める便房が設けられたものに
限る。）が１以上（男子用及び女子用の区別があるときは、
それぞれ１以上）設けられている場合は、この限りでない。

ア便所内に次に定める構造の車椅子使用者用便房を設けるこ
と

(ｱ)腰掛便座、手すり、洗面器、鏡等を適切に配置すること。

(ｲ)車椅子使用者が円滑に利用することができるように、十分
な床面積を確保すること。

８の項(1)アに定める便房ほどの床面積までは要求しないが、
少なくとも車椅子に乗ったまま進入し、利用できる構造とす
ること。

イアに定める便房及び当該便房が設けられている便所の出入
口は、次に掲げるものであること。

(ｱ)有効幅員は、80センチメートル以上とすること。

(ｲ)戸を設ける場合には、１の項(2)エ(ｲ)に掲げるものである
こと。
⇒(ｲ)自動的に開閉する構造その他の障害者等が容易に開閉し
て通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこ
と。

(7)浴室の構造 浴室、シャワー室等は、次に掲げるものであること。ただ
し、当該客室が設けられている建築物に不特定かつ多数の者
が利用する浴室、シャワー室等（次に掲げるものに限る。）
が１以上（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ
１以上）設けられている場合は、この限りでない。

ア浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置されていること。 ・必要に応じて手すりを設けること。
・床仕上げ面から手すりの上端までの高さは、原則として、
２段の場合は、上段75～85センチメートル程度、下段60～65
センチメートル程度とし、１段の場合は、75～85センチメー
トル程度とすること。
・手すりの端部は、壁面側又は下方に巻き込むなど端部が突
出しない構造とすること。

イ車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空
間が確保されていること。

ウ出入口は、(6)イに掲げるものであること。

・有効幅員は、80センチメートル以上とすること。
・自動的に開閉する構造その他の障害者等が容易に開閉して
通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

エ床面は、滑りにくい材料で仕上げること。 ・床面は、滑りにくい仕上げとすること。

・シャワー及び水洗は、座ったままで利用できるようにし、
水洗はレバー式等操作のしやすいものとすること。

・給湯設備は、温水の温度を容易に変えることができるもの
とすること。

・マットを設ける場合は、埋込み式とするなど足をとられた
り、車椅子の通行の支障とならないよう配慮すること。

整備基準
別表第１の４の項及び10の項に掲げる公共的施設において、不特定かつ多数の者が利
用し、又は主として障害者等が利用する客室を設ける場合は、次に定める構造の客室
を１（客室数の合計が100室を超えるときは、客室数の合計に100分の１を乗じて得た
数、ただし、その数に１未満の端数があるときは、これを１に切り上げるものとす
る。）以上設けること。
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11客席及び舞台

解説 望ましい水準 理由 修正（案）
・公共的施設において客席及び舞台を設置する場合にあって
は、11の項に定める構造とすること。

(1)車椅子使用者用客席
の設置

次に定める構造の車椅子で利用できる席（以下「車椅子使用
者用客席」という。）を２（客席数の合計が500席を超えると
きは、客席数の合計に１／200を乗じて得た数。ただし、その
数に１未満の端数があるときは、これを１に切り上げるもの
とする。）以上設けること。

総客席数、車椅子使用者客席数には、固定式客席数のほか、
可動式客席数を含む。

客席設置に関するガイドライン改正を踏まえた対応を行う。 （望ましい水準)
車椅子使用者用客席は、車椅子使用者が選択できるよう、２か所以上の異なる位置
（異なる階、水平位置）に分散して設ける。

ア１席当たりの幅は90センチメートル以上、奥行きは140セン
チメートル以上とすること。

・車椅子のＪＩＳ規格における最大値（全幅70センチメート
ル、全長120センチメートル）に余裕幅を加えたものだが、可
動式の席に車椅子使用者席を設けた場合はこの限りでない。

誤記修正 （解説）
・車椅子のＪＩＳ規格における最大寸法（全幅70センチメートル、全長120センチ
メートル）に余裕幅を加えたものだが、可動式の席に車椅子使用者席を設けた場合
はこの限りでない。

イ床面は、滑りにくい材料で仕上げること。

ウ車椅子使用者用客席に至る通路は、５の項(2)アからウに定
める構造とすること。

ア有効幅員は120cm以上とすること。
ウ端部は、車椅子の回転に支障のない構造とし。かう、50ｍ
以内ごとに車椅子の回転に支障がない場所を設けること。

イ段を設けないこと。ただし、２の項に定める構造の傾斜路
又はエレベーター等を設ける場合は、この限りではない。

・マットを設ける場合は、埋込み式とするなど足を取られた
り、車椅子使用者の通行の支障とならないよう配慮するこ
と。

・取外しができる客席を設け様々な状況に対応できるように
すること。

・親子席ブース等を設置すること。

・車椅子使用者用客席は車椅子使用者の目線を確保するなど
観覧しやすい位置に設けること。

サイトラインの確保について、図・表を入れる。
⇒設計標準に記載されている絵を引用

(2)舞台への経路 障害者等が支障なく客席又は舞台そで口から舞台に上がるこ
とができるような経路をそれぞれ１以上確保すること。

・障害者等が容易に舞台に上がれるよう、傾斜路や昇降機の
設置等により経路を確保すること。

・舞台に上がる経路には、転落防止措置を講ずること。

・楽屋においても障害者等の利用に配慮し、楽屋と舞台の円
滑な経路を確保すること。

別表第１の１の項、２の項、４の項及び13の項から15の項までに掲げる公共的施設に
おいて、不特定多数の者又は主として障害者等の利用に供する客席及び舞台を設ける
場合は、次に定める構造とすること。

整備基準
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12案内板等

解説 望ましい水準 理由 修正（案）
(1)車椅子使用者用駐車
区画等の標識の設置

障害者等が円滑に利用できるように、車椅子使用者用駐車区
画、エレベーター等、８の項(１)に定める構造の便所又は授
乳及びおむつ交換のための場所（介助用大型ベッドを便所以
外の場所に設けた場合は、その場所を含む。以下(１)及び
(２)において同じ。）の付近には、それぞれ当該車椅子使用
者用駐車区画、エレベーター等、同項(１)に定める構造の便
所又は授乳及びおむつ交換のための場所があることを表示す
る標識を設けること。ただし、小規模無床診療所、小規模店
舗、小規模共同住宅及び小規模興行・遊興施設並びに別表第
１の７の項、８の項（寄宿舎の用に供するものに限る。）、
９の項、12の項及び16の項から18の項までに掲げる公共的施
設にあっては、この限りでない。

・公共的施設において標識及び案内設備を設ける場合にあっ
ては、12の項に定める構造とすること。

（解説）
「８の項(1)に定める構造の便所」とは、個別機能を備えた便房を有する各々の便
所をいい、車椅子使用者用便房内に介助用大型ベッドを設置している場合には、そ
の旨の記載も必要となる。

[特定行政庁]解釈の明確化 （解説）
エレベーターの標識は各階に表示すること、ただしエレベーターの配置を容易に視
認できる場合はこの限りでない。

・標識は、障害者等の見やすい位置に設けること。

・当該標識に表示すべき内容が容易に識別できるもの（当該
内容が日本工業規格Ｚ8210に定められているときは、これに
適合するもの）とすること。

JISZ8210に定められていない案内用図記号への対応を記載する。 （望ましい水準）
JISZ8210に定められてない案内用図記号については、標準案内用図記号ガイドライ
ン2020によることや、標準化された図記号を用いる。

・車椅子使用者用駐車区画の表示は、区画内の路面及び立て
看板等により分かりやすい方法で表示すること。

(2)案内板その他の設備
の設置

障害者等が円滑に利用できるよう案内板その他の設備を次の
ように設けること。ただし、案内所を設ける場合はこの限り
でない。

・特に駐車区画が多数あり、複数の場所にわたる大規模な駐
車場にあっては、当該出入口から車椅子使用者用駐車区画に
至る経路について誘導のための表示を行うこと。

・案内板付近には触知案内図等を設置すること。

ア建築物（小規模無床診療所、小規模店舗、小規模共同住宅
及び小規模興行・遊興施設並びに別表第１の７の項、８の項
（寄宿舎の用に供するものに限る。）、９の項、12の項、16
の項から18の項までに掲げる公共的施設を除く。以下(2)にお
いて同じ。）又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内
の車椅子使用者用駐車区画、エレベーター等、８の項(１)に
定める構造の便所又は授乳及びおむつ交換のための場所の配
置を表示した案内板その他の設備を設けること。ただし、当
該車椅子使用者用駐車区画、エレベーター等、同項(１)に定
める構造の便所又は授乳及びおむつ交換のための場所の配置
を容易に視認できる場合はこの限りでない。

・大きく分かりやすい平易な文字、記号、図等で表記し、こ
れらの色彩は地色と対比効果があるものとすることにより、
子どもや知的障害者を含む、より多くの人が理解できるよう
に配慮すること。

・知的障害者に分かりやすい文字、大きさ、言葉の統一を行
うこと。

・漢字、ひらがな、ピクトなどを組み合わせて案内するこ
と。

表示されている内容を読み取ることが難しい知的・発達・精神障害のある者にとっ
て、統一されたデザインによる表示は有効である。

（望ましい水準）
同一建築物内においては、案内板、表示板等のデザインは、統一する。

・案内板表示面の高さは、原則として床面より50～150センチ
メートル程度の範囲とし、車椅子使用者や弱視者等に見やす
い高さに設けること。（この基準は利用者が板面から100セン
チメートル程度の距離から見ることを想定している。）

・障害者等の通行の支障にならないような位置に設け、車椅
子使用者が近づけるよう十分なスペースを確保すること。

・照明装置を設ける場合は、十分な照度を確保すること。

[特定行政庁]解釈の明確化 （解説）
・車椅子使用者用駐車区画、エレベーター等、８の項(１)に定める構造の便所又は
授乳及びおむつ交換のための場所がない場合は、案内板の設置は要しない。

イ建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内のエ
レベーター等、８の項(１)に定める構造の便所又は授乳及び
おむつ交換のための場所の配置を点字及び文字等の浮き彫
り、音声等（条例第４章の規定の適用を受ける特別特定建築
物（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
（平成18年法律第91号）第２条第17項に規定する特別特定建
築物及び条例第29条各号に掲げる同法第２条第16号に規定す
る特定建築物をいう。）以外の公共的施設にあっては、点
字）により視覚障害者に示すための設備を設けること。

・弱視者等が接近して読むことができる位置に設置するこ
と。

(3)明度差等の確保 前２項に定める標識及び案内板その他の設備の設置にあたっ
ては、その表記内容について、色の識別をしにくい者が円滑
に利用できるように、見分けやすい色の組み合わせを用いて
表示要素ごとの明度、色相、及び彩度の差を確保するよう配
慮すること。

・「表記内容について色の識別をしにくい者が円滑に利用で
きるように、見分けやすい色の組み合わせを用いて」とは、
標識や案内板において、障害者等が円滑に利用できるエレ
ベーターその他の昇降機、便所又は駐車場があることを示す
文字や図記号、区画表示等が、背景色と対比して視認しやす
いものであることをいう。

（解説）
・「表記内容について色の識別をしにくい者が円滑に利用できるように、見分けや
すい色の組み合わせを用いて」とは、標識や案内板において、障害者等が円滑に利
用できるエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車場があることを示す文字や図
記号、区画表示等が、背景色と対比して視認しやすいものであることをいう。

整備基準
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13誘導設備

解説 望ましい水準 理由 修正（案）

(1)非常口の構造 非常口とするものについては、段を設けないこと。

(2)非常口等における点
滅灯等の設置

非常口、廊下等及び階段の必要な箇所には、非常時を知らせ
る点滅灯又は点滅灯と連動した電光表示板を設けるよう努め
ること。

(3)一斉放送設備 一斉放送できる設備を設けるよう努めること。

※条例改正会議における論点
災害対策等
コラムとして、平時からの当事者を交えた避難訓練の実施、障害等の特性に応じた
望ましい配慮等について記載

【コラム】
災害対策等

※文言等は調整中

14カウンター及び記載台又は公衆電話台

解説 望ましい水準 理由 修正（案）
・公共的施設においてカウンター及び記載台又は公衆電話台
を設ける場合にあっては、14の項に定める構造とすること。

(1)カウンター等の構造 カウンター及び記載台又は公衆電話台の高さは、車椅子使用
者が利用しやすい高さとし、かつ、下部には、車椅子使用者
が円滑に利用できる構造のけこみを設けること。

・視覚障害者等に配慮し、立位のカウンターを設けること。

[特定行政庁]解釈の明確化 (解説)
基準を満たすサブテーブルを設けるなど、備品による対応も考えられる。

・筆談用のメモなどを準備し、聴覚障害者とのコミュニケー
ションに配慮すること。

・公衆電話台の高さは、75センチメートル程度とし、台下の
高さを65センチメートル程度とすること。
・ダイヤルやボタンの中心の高さは、100センチメートル程度
とする。
・けこみの奥行きは、45センチメートル程度確保すること。

・音声増幅装置付き電話機を設置するよう努めること。この
場合、分かりやすい位置にその旨表示すること。

・必要に応じて、施設の受付等にファクシミリを備えるこ
と。

(自動販売機等の構造）
・車椅子使用者が接近できるよう十分なスペースを確保し、
前面に段や障害物がないように配慮すること。

・操作ボタン、金銭投入・取出口等は、障害者等が円滑に利
用できる構造とすること。

・現金自動預入・支払機の操作はタッチパネル式でないもの
も置くこととし、点字表示も行うこと。

（水飲みの構造）
・水飲みの構造は壁掛け式とするなどにより下部に車椅子使
用者のひざが入るスペース(高さ65センチメートル程度、奥行
き45センチメートル程度)を確保すること。

・給水洗は、光電式、ボタン又はレバー式とし、足踏み式の
ものは手動式のものも併設すること。

整備基準
非常時に障害者等が安全に外部に出られるように、次に定める構造とすること。

整備基準
カウンター及び記載台又は公衆電話台を設ける場合は、次に定める構造のカウンター
及び記載台又は公衆電話台をそれぞれ１以上設けること。ただし、無床診療所、小規
模店舗、小規模興行・遊興施設及び別表第１の８の項に掲げる共同住宅にあっては、
この限りでない。

(2)公衆電話機の構造 公衆電話機は、障害者等が円滑に利用できる構造とするこ
と。
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15視覚障害者の安全かつ円滑な利用に必要な設備

解説 望ましい水準 理由 修正（案）
(1)視覚障害者用誘導用
ブロックの敷設等

道等から12の項(2)イに定める構造の設備又は案内所までの経
路（駐車場から４の項に定める構造の出入口等に至る経路を
除く。）は、そのうち１以上を、次に掲げる視覚障害者が円
滑に利用できる経路とすること。ただし、小規模無床診療所
及び小規模店舗及び小規模興行・遊興施設並びに別表第１の
７の項から９の項まで及び16の項に掲げる公共的施設にあっ
ては、この限りでない。

・公共的施設においては、15の項に定める設備を設けるこ
と。

[特定行政庁]解釈の明確化 （解説）
・敷地内通路の誘導ブロックを整備する代わりに、インターホンを設置することも
考えられる。ただし、出入口の前後など、注意喚起が必要である場所においては警
告ブロックの敷設は必要である。また、道路からのインターホンまでの経路には、
誘導ブロックが必要である。

・会議等では、点字資料や録音テープ等を用意すること。

ア視覚障害者用誘導用
ブロックの敷設

視覚障害者の誘導を行うために、線状ブロック等（床面に敷
設されるブロックその他これに類するものであって、線状の
突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度、色
相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるものを
いう。以下同じ。）及び点状ブロック等（床面に敷設される
ブロックその他これに類するものであって、点状の突起が設
けられており、かつ、周囲の床面との色の明度、色相又は彩
度の差が大きいことにより容易に識別できるものをいう。以
下同じ。）を適切に組み合わせて敷設し、又は音声その他の
方法により視覚障害者を誘導する設備を設けること。ただ
し、進行方向を変更する必要がない風除室内の経路及び用途
面積が200平方メートル未満の建築物内において、案内所から
直接屋外に通ずる主要な出入口を容易に視認でき、当該出入
口から当該案内所までの間の経路において人等による誘導が
適切に実施される場合における当該経路については、この限
りでない。

(視覚障害者誘導用ブロックの構造)
・形状については、JISＴ9251によるものを使用する。

・色は、黄色を原則とすること。ただし、周辺の床材との対
比を考慮して、明度差あるいは輝度比などが十分に確保でき
ず、かつ安全で連続的な道すじを明示できない場合は、この
限りではない。

・十分な強度を有し、滑りにくく、耐久性、耐摩耗性に優れ
たものとすること。

(視覚障害者誘導用ブロックの敷設方法)
・車椅子使用者やベビーカー等での通行に支障がないよう敷
設するとともに、構築物等の壁面から通行の支障とならない
距離を確保すること。

・病院や高齢者が入所する福祉施設、幼児が利用する保育所
等の施設においては、視覚障害者誘導用ブロックの敷設が利
用者の利用に支障をきたさないようにすること。もっぱら高
齢者等が利用する入所型高齢者施設における誘導措置につい
ては、誘導用ブロックを整備する代わりに手すり・音声によ
る案内設備等を設置することも考えられる。

（敷設位置）
・受付等の前に敷設する点状ブロックの位置は、受付等の前
端から30センチメートル程度離れた箇所とすること。

（音声その他の方法）
・音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備とは、
音声装置、誘導チャイム、誘導用設備として有効な床面での
配慮（突起の高さ2.5ミリメートルの屋内用誘導用ブロック、
誘導用マット）等をいう。

（人等による誘導がある場合）
・人等による誘導があるため誘導用ブロックを敷設しない場
合は、その旨を表示するよう努めること。

(音声誘導設備)
・視覚障害者が利用することの多い施設の出入口の１以上に
は音声誘導装置を設けること。

経路を構成する敷地内の通路の次に掲げる部分には、視覚障
害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設するこ
と。

（解説）
・敷地内通路の誘導ブロックを整備する代わりに、インターホンを設置することも
考えられる。ただし、出入口の前後など、注意喚起が必要である場所においては警
告ブロックの敷設は必要である。また、道路からのインターホンまでの経路には、(ｱ)車路に近接する部分

(ｲ)段がある部分又は傾斜（こう配が20分の１を超えないもの
及び高さが16センチメートルを超えず、かつ、こう配が12分
の１を超えないものを除く。）がある部分の上端に近接する
部分

(2)傾斜路等の敷設 次の場所（別表第１の８の項に掲げる公共的施設のうち、共
同住宅（小規模共同住宅を除く。）にあっては、ア（６の項
に定める構造の階段の上端に近接する廊下等の部分に限
る。）及びエに掲げる場所に限る。）は、視覚障害者が円滑
に利用できるように、点状ブロック等を敷設し、又は音声そ
の他の方法により視覚障害者を誘導する設備を設けること。
ただし、小規模無床診療所、小規模店舗、小規模共同住宅及
び小規模興行・遊興施設並びに別表第１の７の項、８の項
（寄宿舎の用に供するものに限る。）、９の項及び16の項に
掲げる公共的施設にあっては、この限りでない。

ア傾斜路等の上端及び
下端

２の項に定める構造の傾斜路及び６の項に定める構造の階段
の上端及び下端に近接する廊下等の部分

・傾斜路の上端及び下端に敷設する点状ブロックの位置は、
傾斜路の始終端部から30センチメートル程度離れた箇所とす
ること。
・階段の上端及び下端に敷設する点状ブロックの位置は、階
段の始終端部から30センチメートル程度離れた箇所とするこ
と。

整備基準

イ敷地内通路
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イ踊場 ２の項に定める構造の傾斜路の傾斜（こう配が20分の１を超
えないもの及び高さが16センチメートルを超えず、かつ、こ
う配が12分の１を超えないものを除く。）がある部分の上端
に近接する踊場（駐車場に設けるものを除く。）の部分（傾
斜がある部分と連続して手すりを設ける場合はこの限りでな
い。）

ウ主要な出入口等の戸
の構造

４の項(1)に定める構造の主要な出入口等のうち、それぞれ１
以上の主要な出入口等（屋内に設ける改札口及びレジ通路を
除く。）又は各利用居室相互間の経路の出口の戸の前後

エ階段の上端及び下端 ６の項に定める構造の階段（駐車場に設けるものを除く。）
の段がある部分の上端に近接する踊場の部分（段がある部分
と連続して手すりを設ける場合はこの限りでない。）

オエスカレーターの端
部等

エスカレーターの端部等、特に視覚障害者の注意を喚起する
ことが必要である場所

・エスカレーター前に敷設する点状ブロックの位置は、エス
カレーター始終端部の点検蓋から30センチメートル程度離れ
た箇所とすること。

・エスカレーターの始終端部では、音声等により視覚障害者
等へ注意を喚起すること。

・逆乗り防止のセンサーを設けること。

・乗降口に誘導柵を設けること。 [特定行政庁]図のどのを示しているかわかりづらい
⇒[図の修正]図５にの柵部分に♡マークを記載

（解説）
・エスカレーターに誘導する視覚障害者誘導用ブロックを敷設する場合は以下の条
件を満たすこととする。
（条件）
・乗り口方向のみに敷設する。
・時間帯により進行方向が変更しないエスカレーターのみに敷設をする。
・乗り口方向には進行方向を示す音声案内を設置する。

(3)手すりへの点字その
他の案内設備の設置

２の項に定める構造の傾斜路、５の項に定める構造の廊下等
及び６の項に定める構造の階段に設ける手すりの端部には、
必要に応じて、点字その他の案内設備を設けること。

・「点字その他の案内設備」とは、点字のほか、音声案内等
をいう。
・手すりの点字その他の案内設備においては、現在位置や行
き先、上下階の情報を確認でき、目的地への移動の支援とな
るような内容とすること。

・点字は、はがれにくいものとすること。

(4)出入口への点字その
他の案内設備の設置

８の項に定める構造の便所及び10の項に定める構造の客室の
出入口には、点字その他の案内設備を設けること。

・８の項(1)に定める構造の便所（みんなのトイレ）において
は、現在位置や構造及びだれもが利用できる便所である旨を
案内すること。

・８の項(2)に定める構造の便所においては、現在位置や構造
及び男女の区別があるときは、当該区別を案内すること。
・10の項に定める構造の客室においては、現在位置及び部屋
番号等を案内すること。
・点字による案内設備は、床から中心までの高さを140～150
センチメートルとすること。
・点字は、はがれにくいものとすること。

○規則見直しに伴う修正（みんなのトイレ）⇒(1)・(2)を併せて表示
○望ましい水準として、「和式・洋式の別」

（解説）
・８の項に定める構造の便所においては、現在位置や構造及び男女の区別があると
きは、当該区別を案内すること。
・10の項に定める構造の客室においては、現在位置及び部屋番号等を案内するこ
と。
・点字による案内設備は、床から中心までの高さを140～150センチメートルとする
こと。
・点字は、はがれにくいものとすること。
（望ましい水準）
・便所について、和式便器・腰掛便座の別を案内する。

・集会、案内機能を有する居室（事務室、集会室、相談室な
ど）等を設ける場合は、出入口に点字等により、現在位置及
び部屋番号等を表示すること。

(5)エスカレーターのく
し板

エスカレーターを設ける場合には、くし板をステップ部と区
別しやすい色とすること。
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16聴覚障害者の安全かつ円滑な利用に必要な設備

解説 望ましい水準 理由 修正（案）

(1)(2)文字情報表示設
備の設置

(1)別表第１の３の項に掲げる医療施設（無床診療所を除
く。）及び５の項（(1)又は(2)の用に供するものに限る。）
に掲げる商業施設において、利用者（施設を利用し、当該施
設においてサービス等の提供を受ける者をいう。以下同
じ。）の案内、呼び出しのための窓口等を設ける場合は、文
字により情報を表示する設備を１以上の窓口等に設けるこ
と。

別表第１の３の項に掲げる医療施設（無床診療所を除く。）
及び５の項（(1)又は(2)の用に供するものに限る。）に掲げ
る商業施設」とは、無床診療所を除く医療施設、公益事業所
及び金融機関のことである。
・窓口等とは、病院、金融機関等において診察や支払い等の
順番の呼び出し等を行う場所をいう。
・「文字情報を表示するための設備」には、発光ダイオード
や液晶等の電光表示板等が考えられる。

・その他の公共的施設においても、音声での情報を提供する
際は、文字による情報提供を行うこと。

（解説）
・「文字情報を表示するための設備」には、発光ダイオード（ＬＥＤ）や液晶等の
電光表示板等が考えられる。

・あわせて、ソフト面として、筆談ができる備品の整備等が
ある。

(2)(１)に該当する施設以外の公共的施設にあっては、利用者
の案内、呼出しのための窓口等を設ける場合は、文字により
情報を表示する設備を１以上の窓口等に設けるよう努めるこ
と。

(3)(4)文字表示設備の
設置

(3)別表第１の１の項、２の（(2)から(4)までの用に供するも
のに限る。）及び４の項に掲げる公共的施設において、利用
者の利用に供する会議室を設ける場合は、スクリーン等を備
え、スクリーン等に文字を映し出せる機器を設けること。

・「別表第１の１の項、２の項（(2)から(4)までの用に供す
るものに限る。）及び４の項に掲げる公共的施設」とは、官
公庁施設、図書館等、動物園等、集会場及び福祉施設のこと
である。

・その他の公共的施設においても会議室を設ける場合にあっ
ては文字表示設備を設けること。

・「文字を映し出せる機器」には、ＯＨＰ、パソコンプロ
ジェクター等がある。

（解説）
・「文字を映し出せる機器」には、会議用モニター、パソコンプロジェクター等が
ある。

(4)(３)に該当する施設以外の公共的施設にあっては、利用者
の利用に供する会議室を設ける場合は、スクリーン等を備
え、スクリーン等に文字を映し出せる機器を設けるよう努め
ること。

(5)(6)難聴者の聴力を
補う設備の設置

(5)用途面積が1,000平方メートル以上である公共的施設（別
表第１の１の項、２の項、４の項及び13の項から15の項まで
に掲げるものに限る。）にあっては、利用者の利用に供する
客席を設ける場合は、難聴者の聴力を補う設備を設けること

「別表第１の１の項、２の項、４の項及び13の項から15の項
までに掲げる公共的施設」とは、官公庁施設、教育文化施
設、福祉施設、運動施設、興行・遊興施設および展示施設の
ことである。
・「難聴者の聴力を補う設備」には、磁気ループ等を利用し
た集団補聴装置や、ＦＭ補聴装置、赤外線補聴装置、字幕、
文字情報等を表示する装置等がある。

・その他の公共的施設においても客席を設ける場合にあって
は難聴者の聴力を補う設備を設けること。
・音声放送の文字化（字幕等）を行うこと。

[特定行政庁]図のどのを示しているかわかりづらい
⇒11の項の整備例図１にヒアリングループの記載があるが、わかりづらいので、案
内する。（図１において、ヒアリングループは設置型以外に携帯型があることをも
追記）

なお、次のとおり図の入れ替えを行うこととする。
図２双方向無線⇒要約筆記画面
（11の項で、16の項を参照としているが記載がない）
図３筆談器⇒音声放送の文字化（ＩＣＴ機器を活用した対応）

(6)(5)に該当する施設以外の公共的施設にあっては、利用者
の利用に供する客席を設ける場合は、難聴者の聴力を補う設
備を設けるよう努めること。

(7)手話通訳者の配置 別表第１の１の項に掲げる官公庁施設、２の項(2)に掲げる教
育文化施設、３の項に掲げる医療施設（無床診療所を除
く。）及び４の項に掲げる福祉施設において、受付等を設け
る場合は、手話通訳者を配置するよう努めること。

・その他の公共的施設においても受付を設ける場合にあって
は、手話通訳者を配置し、聴覚障害者への対応を図るように
すること。

手話を利用できる環境を広げるため、タブレット端末等を活用した遠隔手話の位置
づけを明確化する。

（解説）
手話通訳者の設置が困難な場合には、タブレット端末等を利用し、遠隔による手話
通訳サービスを提供することも考えられる。

聴覚障害者が安全かつ円滑に利用できるように、次のように整備すること。

整備基準
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17授乳及びおむつ交換場所

解説 望ましい水準 理由 修正（案）
（解説）
・別表第１の「１の項（事務所の用に供するものに限る）」とは、官公庁施設のう
ち専ら事務的な業務の運営等をつかさどる施設をいうものであり、いわゆる「官公
庁舎」がこれに該当する。
・「２の項（(2)から(4)までの用に供するものに限る。）」「５の項」「13の項」
に掲げる公共的施設とは、図書館等、動物園等、集会場、商業施設、運動施設のこ
とである。これらの施設については、原則として「不特定かつ多数の乳幼児同伴者
が利用するもの」として扱うものとする。

（望ましい水準）
利用者の利用に配慮して複数設置する。

第１・５回整備基準会議意見
○授乳コーナーとしてスペースを設置した実例がある。これも実際に子育てをして
いる方からの要望を踏まえて設置したものであり、特段問題なく利用されており、
かつ利用者から不満の声も出ていない。
○細部まで決めすぎると、機器等の配置や自由な使い方が出来にくくなることが心
配である。

（解説）
授乳及びおむつ交換場所として独立した部屋を設けることが望ましいが、スペース
的に困難である場合には、待合室等の一部を利用して授乳コーナーを整備すること
もできる。なお、近年は省スペースで、工事不要な設置型のものも開発されてい
る。

第１回整備基準会議意見
男性側の意識的なバリア（使いづらさ）に関する指摘あり。内部の配置状況や男女
の入室の可否が明確にされることが重要との意見を反映。

（解説）
授乳、おむつ替え等の場所の構成・設備配置等は、保護者が男性、女性両方の場合
があることに配慮する。
男性の哺乳びんによる授乳やおむつ替えにも配慮し、出入口付近には、内部の設備
配置等の状況、男女の入室可否を表示する。

現行の解説に位置づけ済 （解説）
手洗器、流し台、調乳用の給湯器を設けるよう努める。

・出入口の幅を設定した趣旨に則り、円滑な通行は、「解説」とする。
・手洗い場等は現行の解説に位置づけ済
・荷物置きは、整備が比較的容易であり、かつニーズが高い

（授乳のための場所）

（解説）
・おむつ交換台や椅子を適切に配置し、ベビーカー等の通行に配慮する。
・カーテンやついたて、内側から鍵のかかる戸（表示プレート付）等によりプライ
バシーを確保する。
・授乳のための椅子を設ける。
・手荷物を置ける棚又はフックを設置する。
（望ましい水準）
・授乳のための椅子は、授乳の体勢が安定するよう、ひじ掛け、背もたれがついた
ものとする。

・安全配慮措置は必須（事故も多く起きている）
・荷物置きは、整備が比較的容易であり、かつニーズが高い
・汚物入れは現行の解説に位置づけ済。

（おむつ交換場所）

（解説）
・転落防止のため固定用ベルトを設ける。
・手荷物を置ける棚又はフックを設置する。
・おむつ等を捨てるための大きめの汚物入れを設置するよう努める。

・当事者ヒアリング結果。 （望ましい水準）
・施設利用の状況に応じ、複数のおむつ交換台を設置する。
・おむつ交換台は、利用者の動きが制限されにくい縦型のものとする。
・車椅子使用者に配慮し、幅が広く、シートの高さが低いおむつ交換台を設置す
る。
・乳幼児を立たせておむつ替えを行うための着替え台（手すり付き）を設置する
・ベビーカーを収納できるスペースを設ける。

＜コラム＞事故を防ぐには
※R2.3国民生活センターレポートから抜粋
・調査データ
⇒86％は子どもから離れたり目を離した際。うち58％は時間が1～３秒程度
・整備のポイント
⇒おむつ交換台・荷物置き場や汚物入れを基本セットとして考え、近接して配置

ア出入口の構造 出入口の有効幅員は、乳幼児同伴者の利用に配慮した幅員と
すること。

動作・寸法の考え方として、ベビーカーの幅を50cm程度と表示しており、また、実
際の主要メーカー製品の寸法が45～60cm程度となっていることを考慮して設定。
※第３回基準見直会議では、「幅員65cm以上」とする案を委員に示していたが、法
務部門課との調整の中で、「既定の柔軟性を持たせるべき」との意見を受け、解説
に記述する整理となった。

また、二人乗り用ベビーカーについて、「並列型」の場合、幅は80センチ前後と車
椅子よりも大きいことを考慮し、望ましい水準として「90cm以上」を示す。

（解説）
ベビーカーによる円滑な通行のため、少なくとも65cm程度の幅員が必要であるが、
車椅子使用者の利用にも配慮し、有効幅員を80cm以上とするよう努める。
（望ましい水準）
有効幅員は、90センチメートル以上とする。

イ戸の構造 戸を設ける場合には、１の項(２)エ(イ)に掲げるものである
こと。

ウ接続する経路 出入口は、主たる経路に接続すること。

エ出入口の表示 出入口には、その場所が授乳及びおむつ交換のための場所で
ある旨を分かりやすい方法で表示すること。ただし、授乳の
ための場所とおむつ交換のための場所を別々に設けた場合等
は、当該場合に応じた表示をすること。

整備基準
(１)用途面積が1,000平方メートル以上である公共的施設（別表第１の１の項（事務所
の用に供するものに限る。以下(１)において同じ。）、２の項（(２)から(４)までの
用に供するものに限る。以下(１)において同じ。）、５の項、13の項及び18の項（同
表１の項、２の項、５の項又は13の項に掲げる公共的施設を含むものであって、これ
らの施設の用途面積の合計が1,000平方メートル以上であるものに限る。）に掲げるも
のであって、不特定かつ多数の乳幼児同伴者が利用するものに限る。）にあっては、
次に定める構造の乳幼児同伴者の利用に供する授乳及びおむつ交換のための場所を１
以上（授乳のための場所とおむつ交換のための場所を別々に設ける場合は、それぞれ
１以上。ただし、便所におむつ交換のための設備を設けたときは、授乳のための場所
を１以上とする。）設けること。

(２)(１)に該当する施設以外の公共的施設にあっては、(１)に定める構造の乳幼児同
伴者の利用に供する授乳及びおむつ交換のための場所を１以上（授乳のための場所と
おむつ交換のための場所を別々に設ける場合は、それぞれ１以上。ただし、便所にお
むつ交換のための設備を設けたときは、授乳のための場所を１以上とする。）設ける
よう努めること。
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18休憩場所等

解説 望ましい水準 理由 修正（案）
休憩場所等の出入口の付近には、分かりやすい案内表示を行
うこと。

場所や形態については、施設の空間を有効に活用し、利用者
の状況に即したものを設けることが望ましい。障害者等が円
滑に利用できるものとし、廊下等の有効幅員が不足すること
のないよう注意する必要がある。

19施設の整備計画の策定等への障害者等その他の関係者の参画

解説 望ましい水準 理由 修正（案）
新規項目
・パブコメ回答なども反映

（解説）
「整備計画の策定等」には、事業計画や設計の一連の流れにおける各段階を含む。
なお、本手続きにより聴取された意見等は、全て設計に反映させなければならない
義務が生じるものではなく、「立地条件、経済性、空間の効率性、工期」などの諸
条件を勘案した上で、反映の要否を判断する。
ただし、意見等の反映が難しい場合であっても、代替案や利用上の配慮を含め、可
能な限り関係者からの意見等の趣旨に即した対応を行うことが望まれる。

（望ましい水準）
・その他の公共的施設においても、施設の整備計画の策定等への障害者等その他の
関係者の参画を得るよう努めること。

別表第１の１の項に掲げる公共的施設にあっては、施設の整備計画の策定等への障害
者等その他の関係者の参画を得るよう努めること。

整備基準
利用者の利用に供する休憩のための場所を設けるよう努めること。

整備基準
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